
滋賀県行政経営方針 2019の概要

【位置づけ】
「滋賀県基本構想」の着実な推進を行財政面から下支えする

ため、県の行政経営に関する基本的な考え方を示すもの。

【取組期間】
2019年度 ～ 2022年度
※基本構想実施計画と同じ期間

位置づけ等

Ⅰ 策定の趣旨

• 本県の人口も減少局面に突入し、現行の枠組みのままでは将来
的に税収減少、社会保障関係費増加の見込み。

• これまで厳しい行財政改革を実施してきた結果、平成26年度
(2014年度）には、財政状況に改善の兆しが見え始めたものの、
2026年度までで累積900億円超の財源不足の見通し。

• 県庁内部では、先行きが見通せないと感じている職員が多いと
の指摘もあり。また、経営理念等が必ずしも職員に共有されて
おらず、県庁力最大化につながっていないとの指摘もあり。

• 近年では、官と民の役割分担が強く意識され、公共的なサービ
スの提供主体は多様化。この流れは一層促進され、ベストミッ
クス（最適な組合せ）による公共的サービスの提供が求められる。

• このような中、県庁は、情報をオープンにして県民と共有し、
政策形成への参画を促し、ともに政策推進していくため、前向
きに新しい時代を切り拓く組織にスピード感を持って自らが変
わらなくてはならない。

• そこで、目指す県庁の姿を明らかにするとともに、実現のため
に、先駆的・重点的に取り組むべき事項を示した「滋賀県行政
経営方針」を策定する。本方針は、先行きに対して、「未来へ
の灯」をともすものであるとともに、職員が自分の言葉で語れ
るもの、前向きに施策を考える際の起点となるものを目指す。

Ⅲ 県行政を取り巻く現状と課題

Ⅱ これまでの行財政改革の取組と成果

１ 行政改革

○効果的・効率的な組織・機構の整備（地方機関の廃止、定数削減等）

○業務改善（事務事業の見直し、指定管理者制度・アウトソーシング導入等）

２ 財政構造改革

○事業費等の削減、歳入の確保（未利用県有地の売却等）

３ 出資法人および公の施設の見直し（出資法人数・公の施設数の減）

１ 複雑化・多様化する行政需要

○人口減少や価値観の多様化、ICTの進歩への対応等が必要

２ 厳しい財政見通し

○歳入歳出両面からの取組による財源確保が必要

３ 健康経営

○健康経営計画の継承が必要

Ⅳ 行政経営の基本的な考え方

【2030年に向けて目指す5つの県庁の姿】

ⅰ ‘持続可能な滋賀’を支える県庁

恒常的な収支均衡を達成し、施策を安定的に実施できる健全な行財
政基盤を有する。
業務上のリスクに適切に対応し、その時々に求められる県の役割に
基づき、常に、真に県が行うべき施策か否かの見直しを行う。

ⅱ 進取でオープンな県庁

透明性と県民参加の機会、協働マインドがあり、県民とともに施策
を推進する。
進取の精神が引き継がれてきた滋賀の県民ニーズを的確に捉え、先
を見て、現場に根ざした効果的な施策を立案する。
客観的な証拠に基づき検討を行うなど、データを重視して施策を立
案する。

ⅲ 市町とともに自治を担う県庁

市町との適切な役割分担の下、市町と連携し、市町を補完する。
広域自治体の機能（広域連携、高度専門的、先駆的、市町連絡調整
等）に特化する。

ⅳ スマートでしなやかな県庁

第4次産業革命による社会の変化を踏まえ、AI等ICTの積極的な活
用などにより常に事務の効率化や県民サービスの向上を図る。
人口減少やICTの進展等に対応したスリムで柔軟な組織体制をとる。
多様な人材が集い、チームワークによって事務を遂行する。

ⅴ 健康経営を実践する県庁

ワーク・ライフ・バランスなどを実現し、風通しが良い健康的な組
織風土を有する。
組織としての目標を共有し、目標達成に向けて、職員一人ひとりが
自発的に能力向上を行う。

【経営理念】

対話と共感、協働で築く県民主役の県政の実現のために

【経営の基本的な視点（職員の行動指針）】

(1)「見える」の視点 ～ Open ～

(2)「攻め」の視点 ～ Challenge ～

(3)「多様性」の視点 ～ Diversity ～

Ⅴ 取組項目および取組方針

視座１「ヒト」 ：人材、組織・体制、事務（広域自治、推進、改善）等

(1)人材
①組織の基盤となる多様な人材の確保
②職員の意欲や能力を高めるための人材育成の推進 [健康経営]

③職員一人ひとりの活躍の推進 [健康経営]

④職員の健康の維持・増進 [健康経営]

(2)組織・体制等
①最適な組織体制の構築
②地方機関のあり方検討
③業務（質・量）とのバランスを十分考慮した適正な定員管理・給与管理

[健康経営]

④業務上のリスクに適切に対応するための内部統制体制の整備

(3)事務（広域自治）
①市町との連携等を通じた地域課題への対応
②権限移譲・規制緩和や事務の共同化の推進

(4)事務（推進・改善）
①協働・連携の更なる推進
②ICTの活用による事務の効率化や県民サービスの向上[健康経営]

③民間活力の活用 ④事務の効率化・適正化 ⑤業務の更なる見直し[健康経営]

視座２「モノ」 ：公の施設等

(1)整備 ①PPP/PFIの推進

(2)見直し
①施設総量の適正化 ②更なる見直しに向けた検討等

(3)管理
①ファシリティマネジメントの推進
②指定管理者制度の導入拡大等 ③アセットマネジメントの推進

(4)活用
①未利用地の有効活用 ②サウンディング型市場調査の積極的活用
③国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催に向けて整備する施設

の有効活用

視座３「財源」 ：収支改善等

(1)財政収支見通し

(2)財源不足への対応（収支改善目標）①歳入確保 ②歳出見直し (3)特別会計等

(4) 「未来へと幸せが続く滋賀」構築に向けた行政需要と新たな財源

視座４「情報」 ：情報収集・活用・公開等

(1)収集
①県民とのきめ細かな対話の実践、県民の声の施策への一層の反映
②情報収集・活用の研究

(2)活用 ①客観的な証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進

(3)公開
①オープンデータ化の徹底と民間活用の推進
②条例に基づく現用公文書の適正な管理および特定歴史公文書等の適

切な保存、利用等の推進

行政経営方針の着実かつ迅速な推進を図るために
(1)職員の理解と行動 (2)実施計画の策定と目標の設定 (3)進行管理

【基本的な方向性】
「県民サービスの向上」、「県財政の健全化」、「健康経営

の実現」につながる、「三方よしの行政経営」を目指すもの。


